
令和6年 特別研修プログラム
管理者・リーダー研修

～第２回～

「リーダーとして把握しておきたいこと」
◆管理者の役割
◆労務管理

◆処遇改善加算と介護保険収入

第１回 12月23日 13：30～16：30

第２回 1月20日 13：30～16：30

第３回 2月14日 13：30～16：30
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一般社団法人地域ケア総合研究所

主任研究員 須江祐子



管理者の位置づけ及び役割の重要性

2
介護事業所・施設の管理者向けガイドラインより抜粋、作成

• 管理者は当該事業所・施設において介護保険法の基本理念を

踏まえた利用者本位のサービス提供にあたって、職員及び業務の

管理を一元的に行うとともに、職員に指定基準の規定を遵守させる

ために必要な指揮命令を行うこととされています。

• 管理者は法令遵守やサービスの質の確保にあたって、当該事業所・

施設を管理するという非常に重要な役割を担っているのであり、その

自覚と責任をもって業務にあたらなければなりません。

• 介護職員等による実際のサービス提供を管理するにあたっては、

当然、利用者や介護支援専門員との関係は極めて重要なものとなり

ます。

• 事業所・施設の指定・監督監査における都道府県との関係、要介護

認定・保険者としての市区町村、審査支払・苦情対応関係での

国保連合会など、その他にも当該事業所・施設の職員及び業務として

の関係において、対外的に管理者が関わるケースは多岐にわたります。



理念やビジョン、組織の方針や事業計画・目標の明確化及び職員への周知

3介護事業所・施設の管理者向けガイドラインより抜粋、加筆

• 一般企業であれ公益団体であれ、どのような組織体にも設立の
目的があり、理念やビジョンがあります。その目的を達成する
ために組織の方針や事業計画があり、各部の具体的な目標や計
画につながり、そして個々人の役割や目標へと連鎖されていま
す。

• 管理者は、事業所・施設が何を目的に、長期的にどのような方
向へ向かっていこうとしているのかを示し、短期的な事業計画
にまで落とし込む必要があります。そして事業計画に沿って職
員はどのような目標をもって仕事に臨むべきかを明確にし、周
知徹底する必要があります。

• たとえば、組織の目的や個人の目標が曖昧だとすると、職員に
とってみればやる気はあっても、何のために、何を、どの程度
まで努力すれば良いのか、理解できていない可能性もあります。
もし組織の理念やビジョン、事業の方針や計画が曖昧であれば、
具体的な言葉や数値にしてみましょう。そして、個々人の努力
や頑張りが反映されるような目標に落とし込んでみましょう。

できていない・悩んでいる方が多い



事業計画と予算書の策定

4介護事業所・施設の管理者向けガイドラインより抜粋

• 管理者が、経営資源を有効活用して組織体（事業所・施設）を
管理・運営していくことを総じてマネジメントといいます。ま
た、経営資源とは一般的にヒト・モノ・カネ・情報などのこと
を指します。

• たとえば1年の事業計画であれば、事業所・施設が期末にどのよ
うな状態になっているのかを目標として設定し、その目標を達
成するために、経営資源をどのように活用し、誰が、何を、ど
のように実施すれば良いのか、その過程を表したものが事業計
画です。また、この計画をお金の金額として数値化したものが
予算書ということになります。

• 事業計画と予算書はいわば羅針盤のようなもので、管理者はこ
の羅針盤に沿ってマネジメントをしていきます。事業計画や予
算書がないと行き当たりばったりのマネジメントになり、気づ
かない間に利益が低迷したり、組織運営に行き詰まってしまっ
たりする可能性があります。明確な事業計画があれば、それを
指針として目標等の達成に向けて進むことができます。



労務管理について

「一元管理」

「職員（ヒト）」
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労務管理

6介護事業所・施設の管理者向けガイドラインより抜粋

• 事業所・施設の運営に際して、職員を対象にした安心

して働くための職場環境づくりが労務管理といえます。

 主に労働契約や、労働時間、賃金や労働安全衛生、福

 利厚生などの管理が対象となります。

• 賃金や手当、あるいは休息や休暇を含む労働の実態が、

 契約や規則とあっていないとトラブルの原因となりか

 ねません。管理者として適切な運用がなされているか、

 確認・管理をしていきましょう。



就業規則とは①

•労働者の賃金や労働時間などの労働条件に関すること、

職場内の規律などについて定めた職場における規則集

のこと。

•職場でのルールを定め、労使双方がそれを守ることで

労働者が安心して働くことができ、労使間の無用のトラ

ブルを防ぐことができるので就業規則の役割は重要。
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皆さんの職場では、どこに「就業規則」が
ありますか？



就業規則に記載する事項

8厚生労働省作成パンフレットより転載



就業規則とは②
• 就業規則は、職員が常時10 人（正規職員、パートタイマー、登
録ヘルパー等の短時間労働者、有期契約労働者を含む）以上い
る事業所・施設では、その作成が義務づけられています。また、
その届出にあたっては、職員の過半数代表者（過半数で組織す
る労働組合がある場合にはその労働組合）に意見を聴いた上で、
意見書を書面で労働基準監督署に届け出ることが義務づけられ
ています。

• 実務では、就業規則の内容と実際の就労実態とが合っていない
と労働条件トラブルの原因となりかねませんので、就業規則は
就労実態に合致した内容にしておく必要があるでしょう。

• また、就業規則については、周知できる環境を整えておく必要
があります。常時見ることができる状態を作っておくことがポ
イントであり、管理者は、こうした状態が常に維持されている
かに気を配る必要があります。
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介護事業所・施設の管理者向けガイドラインより抜粋

職員から勤務について相談があったら、まずは就業規則を確認（早退、予定外の休
み希望、冠婚葬祭、妊娠、出産、休職など）した上で、相談にのりましょう。
勤務表作成、チームメンバーの協力等が必要不可欠になる案件です。



休憩、休日の理解

• 休憩時間は確実に取得できるようにしなければなりません。

• 労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、8時間を

超える場合には少なくとも1時間の休憩が、労働時間の途中に

必要です。

• 休憩は、職員の自由に利用させなければなりません。

夜勤時間帯での休憩時間、所定の休憩時間と利用者の食事介助

の時間が重なる場合などで配慮、工夫が必要です。
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介護事業所・施設の管理者向けガイドラインより抜粋

労働基準法では上記のように定められています。各法人でそれぞれのルールがある
と思いますので、各自確認しておきましょう。

その他：パートタイマ―の方は、人によっては年間で働ける上限額があるので（扶養
の関係）、把握しておかないと年度末には出勤できない・・・ということもこるので
注意しましょう。



賃金

• 労働時間は単に介護サービスに直接従事している時間だけでは
ありませんので、どんな場合に労働時間になるのかを正しく判
定し、それを適切な方法できちんと把握し、それに対する賃金
を支払わなくてはなりません。

• 決められた労働時間を超えて勤務したとき、法定休日に勤務し
たとき、深夜労働に従事したときは、割増賃金を支払わなけれ
ばなりません。

◇時間外労働

• いわゆる残業や早出の時間外労働に対して支払う割増賃金のこ
とですが、法令では法定労働時間（原則1日8時間、週40時間）
を超えた場合は、25%以上の割増率で支払わなくてはなりません。

11介護事業所・施設の管理者向けガイドラインより抜粋
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• 健康診断は、雇い入れる際に行う健康診断と、1年以内ごとに1回、定期的に

行う定期健康診断があります。労働安全衛生法第66条

＊ただし、深夜業を含む業務に従事する職員に対しては、6か月以内ごとに1回の定期健康診断の実施が必要。

• 近年は、メンタルヘルス不調への対応の必要性が高まっており、平成27年12
月には、ストレスチェック制度が義務化されました（労働者50人未満の事業
場については当面、努力義務）。定期的に労働者のストレスの状況について
検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付
きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、検査
結果を集団的に分析し、職場環境の改善につなげることによって、労働者が
メンタルヘルス不調になることを未然に防止することを主な目的としたもの
です。

• 管理者は、これらの制度の活用や、産業医等による面接指導を定期的に行う
など、健康診断だけではなく、産業医との連携の強化にもつとめ、面接指導
の周知や活用を進め、職員が心身ともに健康な状態で勤務できるよう、環境
づくりをすすめましょう。
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介護事業所・施設の管理者向けガイドラインより抜粋

・職員の健康管理についても、管理者は配慮しましょう。
・普段から、職員の様子を観察していますか？相談しやすい関係を築いておきましょう。

職員の健康管理、労働災害防止への取り組み



記録・報告、面談等を通じた職員同士・管理者との情報共有

14介護事業所・施設の管理者向けガイドラインを基に再作成

管理者のマネジメントの中でも最も重要なこと 人と組織の

マネジメント。そのために必要なのが情報の共有。

＜情報共有には、大きく2つの側面がある＞

①利用者の状態を記録・報告したり、業務・仕事の進捗や

状況を報告・相談・連絡したりするための情報共有。

これらは業務の引き継ぎや円滑な業務遂行のために必要。

②職員同士あるいは管理者と職員の間に、良好な人間関係を

構築するための情報共有。

強い組織、目標を達成する組織は、そのメンバー間に良好

な人間関係構築されている。仕事上の報告や面談を通じて、

あるは挨拶や声掛けなどの小さな接点をきっかけにしなが

ら、積極的にコミュニケーションをはかりましょう。



事業所・施設におけるガバナンス
＊ガバナンス・・・組織が健全な運営を行うために、自らが管理・統制すること

15介護事業所・施設の管理者向けガイドラインより抜粋、加筆

• 介護事業を行う事業者（＝企業または法人）におけるコーポレート･ガバナンスの目
的は、主に企業不祥事を防ぐことにあります。介護事業は、より高いモラルが求めら
れることから、介護保険法においても事業者の規模に応じた業務管理体制の整備が求
められています。＊コーポレートガバナンス・・・企業の不正や不祥事を防ぎ、健全な経営が行われるように監視・統制する仕組み

• 改正介護保険法では、介護サービス事業者すべてに法令遵守責任者を選任することを
義務付け、規模によっては、さらに、法令遵守マニュアルの整備や法令遵守に係る監
査（業務執行状況の監査）を義務付けています。

• 事業所・施設の管理者が行なうべきコンプライアンスに関する管理活動は、
介護保険法のみならず、労働法規、契約に関する法規、個人情報保護法や高
齢者虐待防止法等の様々な分野に及ぶことになります。そのため、管理者は
所属する企業等の経営方針に従いながらも、これら事業運営上必要とされる
様々な法規について理解をし、遵守していく姿勢が求められることになりま
す。

• また、管理の中心となる介護保険法においても人員･設備に関する基準や事
業所・施設運営に関する管理項目、サービスの評価等に関する管理等、多方
面にわたる管理活動が求められているため、遵守すべき項目を正しく理解し、
確実な業務実施を心掛ける必要があります。

自分が所属する事業所について理解し、職員に説明ができることが重要。



管理者・リーダーとして
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自分が所属する事業所について理解し（関係法令等）、職員に説明ができることが重要。

・今度、◯◯加算を算定することになったので、
この用紙（記録）が必要になります。皆さん、
月末までに記録してください。
・有給届は◯日前までに提出してください。

毎日忙しいのに、そんな時間ありません！（現場の大変
さを分かっていないから、そんなことを言えるんだ！）

・なぜ、◯日前までに◯◯の書類を提出するのか
・なぜ、その加算を算定する必要があるのかを職員に分かるように説明する。
（◯◯加算の目的、利用者にどのようなメリットがあるのか等）
・時間をどうすればつくれるのか提案と現場意見の聴取。業務改善。
＊介護保険法について、説明する必要も出てくる可能性あり



処遇改善加算について

「一元管理」

「職員（ヒト）・お金（カネ）」
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処遇改善加算について確認
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処遇改善加算について、職員に「どういう
制度、仕組みなのか」聞かれた場合、管理
者・主任・リーダーとして、どう説明しま
すか？
収入とも大きく関係しているので、しっか
り理解しておきましょう。



※厚労省：政策レポート（介護職員処遇改善交付金について）より抜粋

介護職員処遇改善加算とは
当時、介護人材の確保が思うように進まなかった状況を踏まえ、文字通り
「介護職員の処遇を改善する」、より具体的には賃金面での待遇を改善するために
交付金制度がスタートしたことが原点。
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※厚労省：政策レポート（介護職員処遇改善交付金について）より抜粋

介護職員処遇改善交付金とは
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介護職員処遇改善加算のこれまで

１、平成21（2009）年4月、処遇改善交付金としてスタート

２、平成24（2012）年4月、処遇改善加算として
介護報酬に組み込み

３、令和元（2019）年10月、特定処遇改善加算が創設され
２段階に

４、令和4（2022年4月～9月まで）介護職員処遇改善支援補助金

５、令和4（2022）年10月、ベースアップ等支援加算が創設され
３段階に

６、令和6（2024年2月～5月まで）介護職員処遇改善支援補助金

７、令和6（2024）年6月、３段階の加算が一本化 21



改定前までの加算（2022年10月～2024年5月まで）
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職場環境要件とは？次のページで説明



処遇改善に関する加算の職場環境要件（令和６年度まで）
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なぜ一本化されたのか
１，複雑になり過ぎた
３種類ある加算によって要件や配分ルールが異
なる為、加算自体の理解が難解になった。
※職員への周知も困難に、、、

要件や配分ルールを統一することで分かりやす
くで柔軟な配分が可能に！

２，事務作業の過多
３種類の加算要件・配分ルールを満たす為の書
類の整備や計画書・報告書作業に膨大な時間を
要する。
要件や配分ルールを統一することで事務作業の
軽減へ！ 28



2024年6月からの処遇改善加算①



各サービス毎の加算率

サービス毎に％に違いがあるのは介護職員の人員配置基準に基づ
いて計算をされている為。
※人員配置が多いと一人当たり配分率が少なくなり
人員配置が適正の場合は配分率が多くなる計算

では、その他職員（リハ職や看護職）の分は、、、？

1カ月の介護保険収入が500万の場合、いくらになるでしょうか？



処遇改善加算の一本化及び加算率の引上げ（令和6年6月～）



2024年6月からの処遇改善加算②



キャリアパス要件Ⅴ（介護福祉士等の配置）



2024年6月からの処遇改善加算③



月額賃金の改定要件



処遇改善に関する加算の職場環境要件（令和６年度まで）



介護職員等処遇改善加算の職場環境等要件（令和7年度以降）
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介護職員等処遇改善について、まとめと課題
１、まとめ
➀一本化されたことで複雑だった加算の理解度と介護職員
以外の柔軟な配分も可能となったと言える
②事務作業の軽減
➂自法人のルールを理解しましょう（計画書等）

２、課題
➀運営指導が厳しくなる
→一本化で指導が楽になるので要件の再確認と必要な
書類が正しく整備されているか再点検しましょう

②加算が入ってきている分を使い切れているかの議論で
はなく効率よく効果的に配分が出来ているかが重要！

※職員評価必須

➂柔軟な配分が出来るとはいえ加算で担保はされていない
ので本当に介護職以外も配分すべきなのかを考える



管理者・リーダーとして
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・職員の理解、協力を得る

・良いチームづくり

・他にも知っておくべきことがありますので、3回目では「事業所とし

てすべきこと」（事業所の指定基準に基づくチェックシートの確認、

そして1回目研修にあった介護の職を選ぶ方に多く共通している

不満・不安要素に対応するためにすべきこと等）について学んでい

きましょう。

「やらされる、仕方ない作業」ではなく、
「すべき大切な仕事」と思ってもらえるように、
様々なことを知り、理解したうえで説明でき
るようにしていきましょう。
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